
福 井 県 警 察

停止線の手前で止まれるように

減速

歩行者、自転車がいるときは、

手前で

一時停止(歩行者などを優先)

側方を通って前方に出る前に、

一時停止(歩行者などを優先)

～交通マナーアップ～

横断歩行者等妨害等(道路交通法第38条第1,2項)

反則金 普通車９千円 点数 ２点
罰則 ３月以下の懲役又は５万円以下の罰金

過失の場合 １０万円以下の罰金

ストップ

スローダウン

ストップ

ＣＨＥＣＫ

※ みだしは、国体・障スポに向け推進する交通マナーアップ運動です。(平成29年１月17日福井県交通対策協議会決定。)

○ 横断歩道に近づく場合の注意点

○ 横断歩道を通過する前の注意点

○ 手前に車が止まっている場合の注意点


